
 

令和 6 年度災害救助基準 
令和6年 11月19日現在 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

避難所の設
置 

（法第4条
第1項） 

災害により現に被害
を受け、又は受ける
おそれのある者に供
与する。 

（基本額） 

避難所設置費 

1人 1日当たり 

350円以内 

高齢者等の要援護者
等を収容する「福祉
避難所」を設置した
場合、当該地域にお
ける通常の実費を支
出でき、上記を超え
る額を加算できる。 

災害発生の日から7日以内 1 費用は、避難所の設
置、維持及び管理のた
めの賃金職員等雇上
費、消耗器材費、建物
等の使用謝金、借上費
又は購入費、光熱水費 
並びに仮設便所等の設
置費を含む。 

2 避難に当たっての輸送
費は別途計上 

3 避難所での避難生活が
長期にわたる場合等に
おいては、避難所で避
難生活している者への
健康上の配慮等によ
り、ホテル･旅館など宿
泊施設を借上げて実施
することが可能。 

避難所の設
置 

（法第4条
第2項） 

災害が発生するおそ

れのある場合におい

て、被害を受けるお

それがあり、現に救

助を要する者に供与

する。 

（基本額） 

避難所設置費 

1人 1日当たり 

350円以内 

高齢者等の要援護者
等を収容する「福祉
避難所」を設置した
場合、当該地域にお
ける通常の実費を支
出でき、上記を超え
る額を加算できる。 

法第2条第2項による救助
を開始した日から、災害
が発生しなかったと判明
し、現に救助の必要がな
くなった日までの期間 

1 費用は、災害が発生す
るおそれがある場合に
おいて必要となる建物
の使用謝金や光熱水費
とする。なお、夏期の
エアコンや冬期のスト
ーブ、避難者が多数の
場合の仮設トイレの設
置費や、避難所の警備
等のための賃金職員等
雇上費など、やむを得
ずその他の費用が必要
となる場合は、内閣府
と協議すること。 

2 避難に当たっての輸送
費は別途計上 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

応急仮設住
宅の供与 

住家が全壊、全焼又
は流失し、居住する
住家がない者であっ
て、自らの資力では
住宅を得ることがで
きない者 

◯ 建設型応急住宅 

1 規模 

応急救助の趣旨
を踏まえ、実施主
体が地域の実情、
世帯構成等に応じ
て設定 

2 基本額1戸当たり 

6,883,000円以内 

3 建設型応急住宅
の供与終了に伴う
解体撤去及び土地
の原状回復のため
に支出できる費用
は、当該地域にお
ける実費。 

災害発生の日から20日以
内着工 

1 費用は設置にかかる原
材料費、労務費、付帯
設備工事費、輸送費及
び建築事務費等の一切
の経費として6,883,000
円以内であればよい。 

2 同一敷地内等に概ね50
戸以上設置した場合
は、集会等に利用する
ための施設を設置でき
る。（50 戸未満であっ
ても小規模な施設を設
置できる） 

3 高齢者等の要援護者等
を数人以上収容する
「福祉仮設住宅」を設
置できる。 

4 供与期間は2年以内 

○ 賃貸型応急住宅 

1 規模 

建設型仮設住宅に
準じる 

2 基本額 

地域の実情に応じ
た額 

災害発生の日から速やか
に借上げ、提供 

1 費用は、家賃、共益
費、敷金、礼金、仲介
手数料、火災保険等、
民間賃貸住宅の貸主、
仲介業者との契約に不
可欠なものとして、地
域の実情に応じた額と
すること。 

2 供与期間は建設型仮設
住宅と同様。 

炊き出しそ
の他による
食品の給与 

1 避難所に収容され
た者 

2 住家に被害を受
け、若しくは災害
により現に炊事の
できない者 

1人1日当たり 

1,330円以内 

災害発生の日から7日以内 食品給与のための総経費
を延給食日数で除した金
額が限度額以内であれば
よい。 

（1食は1/3日） 

飲料水の供
給 

現に飲料水を得るこ
とができない者（飲
料水及び炊事のため
の水であること。） 

当該地域における通
常の実費 

災害発生の日から7日以内 輸送費、人件費は別途計上 

  



 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

被服、寝具
その他生活
必需品の給
与又は貸与 

全半壊（焼）、流
失、床上浸水等に
より、生活上必要
な被服、寝具、そ
の他生活必需品を
喪失、若しくは毀
損等により使用す
ることができず、
直ちに日常生活を
営むことが困難な
者 

1 夏季（4月～9月）
冬季（10月～3月）
の季別は災害発生
の日をもって決定
する。 

2 下記金額の範囲内 

災害発生の日から10日以
内 

1 備蓄物資の価格は年度
当初の評価額 

2 現物給付に限ること 

区分 
1 人 

世帯 

2 人 

世帯 

3 人 

世帯 

4 人 

世帯 

5 人 

世帯 

6 人以
上 1 人
増すご
とに加
算 

全壊 

全焼 

流失 

夏 19,800 25,400 37,700 45,000 56,000 8,300 

冬 32,800 42,400 59,000 69,000 87,000 12,000 

半壊 

半焼 

床上浸水 

夏 6,500 8,700 13,000 15,900 20,000 2,800 

冬 10,400 13,600 19,400 23,000 29,000 3,800 

医療 医療の途を失った
者（応急的処置） 

1 救護班…使用した
薬剤、治療材料、
医療器具破損等の
実費 

2 病院又は診療所  
国民健康保険診療
報酬の額以内 

3 施術者 

協定料金の額以内 

災害発生の日か 

ら14 日以内 

患者等の移送費は、別途計
上 

助産 災害発生の日以前又
は以後7日以内に分
べんした者であって
災害のため助産の途
を失った者(出産の
みならず、死産及び
流産を含み現に助産
を要する状態にある
者) 

1 救護班等による場
合は、使用した衛
生材料等の実費 

2 助産師による場合
は、慣行料金の100
分の80以内の額 

分べんした日から7日以内 妊婦等の移送費は、別途計
上 

被災者の救
出 

1 現に生命、身体
が危険な状態に
ある者 

2 生死不明な状態
にある者 

当該地域における通
常の実費 

災害発生の日から3日以内 1 期間内に生死が明らか
にならない場合は、以
後「死体の捜索」とし
て取り扱う。 

2 輸送費、人件費は、別
途計上 

被災した住
宅の応急修
理 

1 住家が半壊
（焼）若しくは
これらに準ずる
程度の損傷を受
け、自らの資力
により応急修理
をすることがで
きない者 

2 大規模な補修を
行わなければ居
住することが困
難である程度に
住家が半壊
（焼）した者 

居室、炊事場及び便
所等日常生活に必要
最小限度の部分1世帯
当り 

①大規模半壊、中規
模半壊又は半壊若し
くは半焼の被害を受
けた世帯 

717,000円以内 

②半壊又は半焼に準
ずる程度の損傷によ
り被害を受けた世帯 

348,000円以内 

災害発生の日から3ヵ月以
内（災害対策基本法第23
条の3第1項に規定する特
定災害対策本部、同法第
24条第1項に規定する非常
災害対策本部又は同法第
28条の2第1項に規定する
緊急災害対策本部が設置
された災害にあっては、6
ヵ月以内） 

 



 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

生業に必要
な資金、器
具又は資料
の給与又は
貸与 

住家が全壊、全焼
又は流失し、災害
のため生業の手段
を失った世帯 

1 生業費一件当たり
30,000円 

2 就職支度費一件当
たり 

15,000円 

災害発生の日から1ヵ月以
内 

1 生業を営むために必要
な機械、器具又は資材を
購入するための費用に
充てるものであって、生
業の見込みが確実な具
体的事業計画があり、償
還能力のある者に対し
て貸与するものである
こと。 

2 生業に必要な資金の貸
与は、次の条件を付すも
のであること。 

・貸与期間は2年以内 

・無利子 

学用品の給
与 

住家の全壊（焼）
流失半壊（焼）又
は床上浸水により
学用品を喪失又は
毀損等により使用
することができ
ず、就学上支障の
ある小学校児童、
中学校生徒、義務
教育学校生徒及び
高等学校等生徒。 

1 教科書及び教科書
以外の 教材で教育
委員会に届出又は
その承認を受けて
使用している教
材、又は正規の授
業で使用している
教材実費 

2 文房具及び通学用
品は、1人当たり次
の金額以内 

小学生児童 5,200円 

中学生生徒 5,500円 

高等学校等生徒6,000円 

災害発生の日から 

（教科書） 

1ヵ月以内 

（文房具及び通学用品） 

15日以内 

1 備蓄物資は評価額 

2 入進学時の場合は個々
の実情に応じて支給す
る。 

埋葬 災害の際死亡した
者を対象にして実
際に埋葬を実施す
る者に支給 

1 体当たり 

大人（12 歳以上） 

226,100 円以内 

小人（12 歳未満） 

180,800 円以内 

災害発生の日から10日以
内 

災害発生の日以前に死亡
した者であっても対象と
なる。 

死体の捜索 行方不明の状態に
あり、かつ、四囲
の事情によりすで
に死亡していると
推定される者 

当該地域における通
常の実費 

災害発生の日から10日以
内 

1 輸送費、人件費は、別
途計上 

2 災害発生後3 日を経過
したものは一応死亡し
た者と推定している。 

死体の処理 災害の際死亡した
者について、死体
に関する処理（埋
葬を除く。）をす
る。 

（洗浄、消毒等） 

1体当り3,600円以内 

既存建物借上費 

通常の実費 

既存建物以外 

1体当り 

5,700 円以内 

検案 救護班以外は慣

行料金 

災害発生の日から10日以
内 

1 検案は原則として救護
班 

2 輸送費、人件費は、別
途計上 

3 死体の一時保存にドラ
イアイスの購入費等が
必要な場合は当該地域
における通常の実費を
加算できる。 

一
時
保
存 



 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

障害物の除
去 

居室、炊事場、玄
関等に障害物が運
びこまれているた
め生活に支障をき
たしている場合で
自力では除去する
ことのできない者 

市町村内において障
害物の除去を行った
一世帯当たりの平均 

140,000 円以内 

災害発生の日から10日以
内 

 

輸送費及び
賃金 

職員等雇上
費 

（法第4条第
1項） 

1 被災者の避難に
係る支援 

2 医療及び助産 

3 被災者の救出 

4 飲料水の供給 

5 死体の捜索 

6 死体の処理 

7 救済用物資の整
理配分 

当該地域における通
常の実費 

救助の実施が認められる
期間以内 

 

輸送費及び
賃金 

職員等雇上
費 

（法第4条第
2項） 

避難者の避難に係
る支援 

当該地域における通
常の実費 

救助の実施が認められる
期間以内 

災害が発生するおそれ段
階の救助は、高齢者・障害
者等で避難行動が困難な
要配慮者の方の輸送であ
り、以下の費用を対象とす
る。 

・避難所へ輸送するための
バス借上げ等に係る費用 

・避難者がバス等に乗降す
るための補助員など、避難
支援のために必要となる
賃金職員等雇上費 

実費弁償 

  

災害救助法施行令
第4条第1号から第4
号までに規定する
者 

災害救助法第7条第1
項の規定により救助
に関する業務に従事
させた都道府県知事
等（法第3条に規定す
る都道府県知事等を
いう。）の総括する都
道府県等（法第 17条
第 1 号に規定する都
道府県等をいう。）の
常勤の職員で当該業
務に従事した者に相
当するものの給与を
考慮して定める 

救助の実施が認められる
期間以内 

時間外勤務手当及び旅費
は別途に定める額 



 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

救助の事務
を行うのに
必要な費用 

1 時間外勤務手当 

2 賃金職員等雇上
費 

3 旅費 

4 需用費（消耗品
費、燃料費、食糧
費、印刷製本費、
光熱水費、修繕
料） 

5 使用料及び賃借
料 

6 通信運搬費 

7 委託費 

救助事務費に支出で
きる費用は、法第 21
条に定める国庫負担
を行う年度（以下「国
庫負担対象年度」とい
う。）における各災害
に係る左記1から7ま
でに掲げる費用につ
いて、地方自治法施行
令（昭和 22年政令第
16 号）第 143 条に定
める会計年度所属区
分により当該年度の
歳出に区分される額
を合算し、各災害の当
該合算した額の合計
額が、国庫負担対象年
度に支出した救助事
務費以外の費用の額
の合算額に、次のイか
らトまでに掲げる区
分に応じ、それぞれイ
からトまでに定める
割合を乗じて得た額
の合計額以内とする
こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助の実施が認められる
期間及び災害救助費の精
算する事務を行う期間以
内 

災害救助費の精算事務を
行うのに要した経費も含
む。 

※この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助

の程度、方法及び期間を定めることができる。 

イ 3,000万円以下の部分の金額については100分の10 

ロ 3,000万円を超え6,000万円以下の部分の金額については100分の9 

ハ 6,000万円を超え1億円以下の部分の金額については100分の8 

ニ 1億円を超え2億円以下の部分の金額については100分の7 

ホ 2億円を超え3億円以下の部分の金額については100分の6 

ヘ 3億円を超え5億円以下の部分の金額については100分の5 

ト 5億円を超える部分の金額については100分の4 



○激甚災害指定基準（昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定）
じん

改正 昭和 四十年二月 十七日

同 四十七年八月 十一日

同 五十六年四月 十日

同 五十六年十月 十四日

同 五十七年九月 十日

同 五十八年七月 九日

平成 十二年三月二十四日

同 十二年十月三十一日

同 十九年二月二十七日

同 二十一年三月 十日

同 二十八年二月 九日

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百
じん

五十号。以下「法」という。）第二条の激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措
じん

置の指定は次の基準による。

１ 法第二章（公共施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助）の措置を適用すべ

き激甚災害は、次のいずれかに該当する災害とする。
じん

Ａ 当該災害に係る公共施設災害復旧事業等（法第三条第一項第一号及び第三号か

ら第十四号までに掲げる事業をいう。以下同じ。）の事業費の査定見込額が全国

の都道府県及び市町村の当該年度の標準税収入の総額のおおむね〇・五％をこえ

る災害

Ｂ 当該災害に係る公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額が全国の都道府

県及び市町村の当該年度の標準税収入の総額のおおむね〇・二％をこえる災害で

あり、かつ、次の要件のいずれかに該当するもの

（１）都道府県が負担する当該災害に係る公共施設災害復旧事業等の事業費の査

定見込額が当該都道府県の当該年度の標準税収入の二五％をこえる都道府県

が一以上あること。

（２）一の都道府県の区域内の市町村がその費用を負担する当該災害に係る公共

施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額の総額が、当該都道府県の区域内

の全市町村の当該年度の標準税収入の総額の五％をこえる都道府県が一以上

あること。

２ 法第五条（農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置）の措置を適用すべき

激甚災害は、次のいずれかに該当する災害とする。
じん

Ａ 当該災害に係る農地等の災害復旧事業（法第五条第一項に規定する農地、農業

用施設及び林道の災害復旧事業をいう。以下同じ。）の事業費の査定見込額が、

当該年度の全国農業所得推定額のおおむね〇・五％をこえる災害

Ｂ 当該災害に係る農地等の災害復旧事業の事業費の査定見込額が当該年度の全国

農業所得推定額のおおむね〇・一五％をこえる災害であり、かつ、一の都道府県

の区域内における当該災害に係る農地等の災害復旧事業の事業費の査定見込額が



当該都道府県の当該年度の農業所得推定額の四％をこえる都道府県又はその査定

見込額がおおむね一〇億円をこえる都道府県が一以上あるもの

３ 法第六条（農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例）の措置は、法

第五条の措置又は農業被害見込額が当該年度の全国農業所得推定額のおおむね一・

五％を超える災害により法第八条の措置が適用される激甚災害（当該災害に係る当

該施設の被害見込額が五、〇〇〇万円以下と認められる場合を除く。）について適

用する。

ただし、これに該当しない場合であっても、法第六条の措置（水産業共同利用施

設に係るものに限る。）は、当該災害に係る漁業被害見込額が農業被害見込額を超

え、かつ、次のいずれかに該当する激甚災害（当該災害に係る水産業共同利用施設

の被害見込額が五、○○○万円以下と認められる場合を除く。）について適用する。

（１）当該災害に係る漁船等（漁船、漁具及び水産動植物の養殖施設をいう。）の

被害見込額が当該年度の全国漁業所得推定額のおおむね〇・五％を超える災害

（２）当該災害に係る漁業被害見込額が当該年度の全国漁業所得推定額のおおむね

一・五％を超える災害により法第八条の措置が適用される災害

４ 法第八条（天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の

特例）の措置を適用すべき激甚災害は次のいずれかに該当する災害（当該災害の実
じん

態により、その必要性がないと認められるものを除く。）とする。ただし、高潮、

津波等特殊な原因による激甚な災害であつて、その被害の態様から次の基準により

がたいと認められるものについては、災害の発生のつどその被害の実情に応じて個

別に考慮するものとする。

Ａ 当該災害に係る農業被害見込額が、当該年度の全国農業所得推定額のおおむね

〇・五％をこえる災害

Ｂ 当該災害に係る農業被害見込額が当該年度の全国農業所得推定額のおおむね〇

・一五％をこえる災害であり、かつ、一の都道府県の区域内における当該災害に

係る特別被害農業者（天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する

暫定措置法第二条第二項に規定する特別被害農業者をいう。）の数が当該都道府

県の区域内における農業をおもな業務とする者のおおむね三％をこえる都道府県

が一以上あるもの

５ 法第十一条の二（森林災害復旧事業に対する補助）の措置を適用すべき激甚災害
じん

は、次のいずれかに該当する災害とする。

Ａ 当該災害に係る林業被害見込額（樹木に係るものに限る。以下同じ。）が当該

年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額のおおむね五％を超える災害

Ｂ 当該災害に係る林業被害見込額が当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門

）推定額のおおむね一・五％を超える災害であり、かつ、一の都道府県の区域内

における当該災害に係る林業被害見込額が当該都道府県の当該年度の生産林業所

得（木材生産部門）推定額の六〇％を超える都道府県又はその林業被害見込額が

当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額のおおむね一・〇％を超え

る都道府県が一以上あるもの

６ 法第十二条（中小企業信用保険法による災害関係保証の特例）の措置を適用すべ

き激甚災害は次のいずれかに該当する災害とする。



Ａ 当該災害に係る中小企業関係被害額が、当該年度の全国の中小企業所得推定額

（第二次産業及び第三次産業国民所得に中小企業付加価値率及び中小企業販売率

を乗じて推計した額。以下同じ。）のおおむね〇・二％を超える災害

Ｂ 当該災害に係る中小企業関係被害額が当該年度の全国の中小企業所得推定額の

おおむね〇・〇六％を超える災害であり、かつ、一の都道府県の区域内の当該災

害に係る中小企業関係被害額が当該年度の当該都道府県の中小企業所得推定額の

二％を超える都道府県又はその中小企業関係被害額が一、四〇〇億円を超える都

道府県が一以上あるもの

ただし、火災の場合又は法第十二条の適用の場合における中小企業関係被害額

の全国の中小企業所得推定額に対する割合については、被害の実情に応じ特例的

措置を講ずることがあるものとする。

７ 法第十六条（公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助）、第十七条（私立学

校施設災害復旧事業に対する補助）及び第十九条（市町村が施行する感染症予防事

業に関する負担の特例）の措置は法第二章の措置が適用される激甚災害について適
じん

用する。

ただし、当該施設に係る被害又は当該事業量が軽微であると認められる場合を除

く。

８ 法第二十二条（罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例）の措置を適用す
り

べき激甚災害は次のいずれかに該当する災害とする。
じん

Ａ 当該災害による住宅の滅失戸数が被災地全域でおおむね四、〇〇〇戸以上であ

る災害

Ｂ 次の要件のいずれかに該当する災害

ただし火災の場合における被災地全域の滅失戸数については、被害実情に応じ

特例的措置を講ずることがあるものとする。

（１）当該災害による住宅の滅失戸数が被災地全域でおおむね二、〇〇〇戸以上

であり、かつ、一市町村の区域内で二〇〇戸以上又はその区域内の住宅戸数

の一割以上である災害

（２）当該災害による住宅の滅失戸数が被災地全域でおおむね一、二〇〇戸以上

であり、かつ、一市町村の区域内で四〇〇戸以上又はその区域内の住宅戸数

の二割以上である災害

９ 法第二十四条（小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等）の措

置は、公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る措置にあつては法第二章の措

置が適用される災害、農地及び農業用施設等小災害に係る措置にあつては法第五

条の措置が適用される災害について適用する。

10 上記の措置以外の措置は、災害の発生のつど被害の実情に応じて個別に考慮す

るものとする。

注 昭和四十年二月十七日改正の指定基準は、昭和三十九年九月の台風二十号による

災害以後の災害に適用。昭和四十七年八月十一日改正の指定基準は、昭和四十七年

六月六日以後に発生した災害について適用。昭和五十六年四月十日改正の指定基準

は、昭和五十五年十二月一日以後に発生した災害について適用。昭和五十六年十月



十四日改正の指定基準は、昭和五十六年八月二十一日以後に発生した災害について

適用。昭和五十七年九月十日改正の指定基準は、昭和五十七年一月一日以後に発生

した災害について適用。昭和五十八年七月九日改正の指定基準は、昭和五十八年五

月二十六日以後に発生した災害について適用。平成十二年三月二十四日改正の指定

基準は、平成十二年一月一日以後に発生した災害について適用。平成十二年十月三

十一日改正の指定基準は、平成十二年九月八日以後に発生した災害について適用。

平成十九年二月二十七日改正の指定基準は、平成十八年十月六日以後に発生した災

害について適用。平成二十一年三月十日改正の指定基準は、平成二十年十月一日以

後に発生した災害について適用。平成二十八年二月九日改正の指定基準は、平成二

十七年四月一日以後に発生した災害に適用。



○局地激甚災害指定基準（昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定）
じん

改正 昭和四十六年十月 十一日

同 五十六年十月 十四日

同 五十八年六月 十一日

平成 十二年三月二十四日

同 十九年二月二十七日

同 十九年四月 十九日

同 二十年七月 三日

同 二十一年三月 十日

同 二十三年一月 十三日

同 二十八年二月 九日

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百
じん

五十号。以下「法」という。）第二条の激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措
じん

置の指定は、激甚災害指定基準（昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定）による
じん

もののほか、次の基準による。

次のいずれかに該当する災害があるときは、当該災害が激甚災害指定基準（昭和三
じん

十七年十二月七日中央防災会議決定）に該当しない場合に限り、（１）に掲げる市町

村における（１）に掲げる災害については、法第三条第一項各号に掲げる事業のうち、

当該市町村が当該災害によりその費用を負担するもの及び法第四条第五項に規定する

地方公共団体以外の者が設置した施設に係るものについて法第二章の措置並びに当該

市町村が当該災害について発行を許可された公共土木施設及び公立学校施設小災害に

係る地方債について法第二十四条第一項、第三項及び第四項の措置、（２）に掲げる

市町村の区域における（２）に掲げる災害については、法第五条、第六条及び第二十

四条第二項から第四項までの措置（ただし書に掲げる災害については、法第六条の措

置（水産業共同利用施設に係るものに限る。））、（３）に掲げる市町村の区域にお

ける（３）に掲げる災害については、法第十一条の二の措置、（４）に掲げる市町村

の区域における（４）に掲げる災害については、法第十二条の措置をそれぞれ適用す

べき激甚災害とする。
じん

（１）次のいずれかに該当する災害

① 当該市町村がその費用を負担する当該災害に係る公共施設災害復旧事業等

（法第三条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事業をいう。

以下同じ。）の査定事業費の額が次のいずれかに該当する市町村が一以上あ

る災害（該当する市町村ごとの当該査定事業費の額を合算した額がおおむね

一億円未満のものを除く。）

（イ）当該市町村の当該年度の標準税収入の五〇％を超える市町村（当該査

定事業費の額が一、〇〇〇万円未満のものを除く。）

（ロ）当該市町村の当該年度の標準税収入が五○億円以下であり、かつ、当

該査定事業費の額が二億五、○○○万円を超える市町村にあつては、当

該標準税収入の二○％を超える市町村



（ハ）当該市町村の当該年度の標準税収入が五○億円を超え、かつ、一○○

億円以下の市町村にあつては、当該標準税収入の二○％に当該標準税収

入から五○億円を控除した額の六〇％を加えた額を超える市町村

② ①の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額からみて①に掲げる災

害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被害箇

所の数がおおむね十未満のものを除く。）

（２）次のいずれかに該当する災害

① 当該市町村の区域内における当該災害に係る農地等の災害復旧事業（法第

五条第一項に規定する農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業をいう。）

に要する経費の額が当該市町村に係る当該年度の農業所得推定額の一〇％を

超える市町村（当該経費の額が一、〇〇〇万円未満のものを除く。）が一以

上ある災害（上記に該当する市町村ごとの当該経費の額を合算した額がおお

むね五、〇〇〇万円未満である場合を除く。）

ただし、これに該当しない場合であっても、当該市町村の区域内における

当該災害に係る漁業被害額が農業被害額を超え、かつ、当該市町村の区域内

における当該災害に係る漁船等（漁船、漁具及び水産動植物の養殖施設をい

う。）の被害額が当該市町村に係る当該年度の漁業所得推定額の一〇％を超

える市町村（当該漁船等の被害額が一、〇〇〇万円未満のものを除く。）が

一以上ある災害（上記に該当する市町村ごとの当該漁船等の被害額を合算し

た額がおおむね五、〇〇〇万円未満である場合を除く。）

② ①の農地等の災害復旧事業に要する経費の見込額からみて①に掲げる災害

に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被害箇所

の数がおおむね十未満のものを除く。）

（３）当該市町村の区域内における当該災害に係る林業被害見込額（樹木に係るも

のに限る。以下同じ。）が当該市町村に係る当該年度の生産林業所得（木材生

産部門）推定額の一・五倍を超え（当該林業被害見込額が当該年度の全国生産

林業所得（木材生産部門）推定額のおおむね〇・〇五％未満のものを除く。）、

かつ、大火による災害にあつては、その災害に係る要復旧見込面積がおおむね

三〇〇haを超える市町村、その他の災害にあつては、その災害に係る要復旧見

込面積が当該市町村の民有林面積（人工林に係るものに限る。）のおおむね二

五％を超える市町村が一以上ある災害

（４）当該市町村の区域内における当該災害に係る中小企業関係被害額が当該市町

村に係る当該年度の中小企業所得推定額の一〇％を超える市町村（当該被害額

が一、〇〇〇万円未満のものを除く。）が一以上ある災害。ただし、上記に該

当する市町村ごとの当該被害額を合算した額がおおむね五、〇〇〇万円未満で

ある場合を除く。

なお、この指定基準は、昭和四十三年一月一日以後に発生した災害について適用す

る。

注 昭和四十六年十月十一日改正の指定基準は、昭和四十六年一月一日以後に発生し

た災害について適用。昭和五十六年十月十四日改正の指定基準は、昭和五十六年八



月二十一日以後に発生した災害について適用。昭和五十八年六月十一日改正の指定

基準は、昭和五十八年四月二十七日以後に発生した災害について適用。平成十二年

三月二十四日改正の指定基準は、平成十二年一月一日以後に発生した災害について

適用。平成十九年二月二十七日改正の指定基準は、平成十八年十月六日以後に発生

した災害について適用。平成十九年四月十九日改正の指定基準は、平成十九年三月

二十五日以後に発生した災害について適用。平成二十年七月三日改正の指定基準は、

平成二十年六月十四日以後に発生した災害について適用。平成二十一年三月十日改

正の指定基準は、平成二十年十月一日以後に発生した災害について適用。平成二十

三年一月十三日改正の指定基準は、平成二十二年一月一日以後に発生した災害につ

いて適用。平成二十八年二月九日改正の指定基準は、平成二十七年四月一日以後に

発生した災害について適用。



公共土木施設災害復旧事業
（河川、道路、下水道等）

公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法

激甚災害に対処する為の特別の財政
援助等に関する法律（以下「激甚
法」と言う）第３条第１項第１号

公共土木施設災害関連事業 河川法、道路法等 激甚法第３条
都市災害復旧事業
（街路、公園等）

予算補助 －－－－－－－－－－－

公立学校施設災害復旧事業
公立学校施設災害復旧費国庫
負担法

激甚法第３条第１項第３号

既設公営住宅復旧事業 公営住宅法 激甚法第３条第１項第４号

社会福祉施設災害復旧事業
　保護施設
　老人福祉施設
　障害者支援施設等
　児童福祉施設
　婦人保護施設

予算補助
激甚法第３条第１項第５項～第
９号

感染症指定医療機関災害復旧事業及び
感染症予防事業

予算補助
激甚法第３条第１項第１０号及び第１
１号

堆積土砂排除事業
　公共的施設区域内
　公共的施設区域外

激甚法第３条第１項第１２号及び第１
３号

湛水排除事業 激甚法第３条第１項第１４号

農地等災害復旧事業
　農地、農業用施設、林業用施設及び
　漁業用施設の災害復旧事業

農林水産業施設災害復旧事業費
国庫補助の暫定措置に関する法
律

激甚法第５条

農林水産業共同利用施設災害復旧事業 同上 激甚法第６条

天災による被害農林水産業者等に対す
る資金融通

天災による被害農林水産業者等に対
する資金の融通に関する暫定措置法 激甚法第８条

中小企業信用保険法による被害関係保
証の特例

中小企業信用保険法 激甚法第１２条

小規模企業者等設備導入資金助成法による
貸付金の償還期間等の特例

小規模企業者等設備導入資金
助成法

激甚法第１３条

事業協同組合等施設災害復旧事業 －－－－－－－－－－－ 激甚法第１４条

公立社会教育施設災害復旧事業 －－－－－－－－－－－ 激甚法第１６条

私立社会教育施設災害復旧事業 －－－－－－－－－－－ 激甚法第１７条

市町村が施行する感染症予防事業に関
する負担の特例

－－－－－－－－－－－ 激甚法第１９条

母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例 母子及び寡婦福祉法 激甚法第２０条

水防資材費の補助 －－－－－－－－－－－ 激甚法第２１条

災害（罹災者）公営住宅整備事業 公営住宅法 激甚法第２２条

雇用保険法による求職者給付の支給に
関する特例

雇用保険法及び労働保険の保
険料の徴収等に関する法律

激甚法第２５条

上水道災害復旧事業 予算補助 予算補助

廃棄物処理施設災害復旧事業
(し尿処理施設、ごみ処理施設等)

予算補助 予算補助

災害廃棄物処理事業
廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第２２条

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第２２条

公的医療機関災害復旧事業 予算補助 予算補助

激甚災害

災害復旧に伴う主な国の財政援助

事業
通常災害

国の財政援助等
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 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認することができないが死亡し
たことが確実なものとする。
（H13.6.28　内閣府政策統括官通知）

 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。
（H13.6.28　内閣府政策統括官通知）

 災害のため負傷し、医師の治療を受けまた受ける必要があるもののうち、「重傷者」とは１月以
上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは１月未満で治療できる見込みの者とする。
（H13.6.28　内閣府政策統括官通知）

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、
焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの
で、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の７
０％以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損
害割合で表し、その住家の損害割合が５０％以上に達した程度のものとする。
（災害に係る住家の被害認定基準運用指針【令和2年3月】）

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしい
が、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面
積の20％以上70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損
害割合で表し、その住家の損害割合が２０％以上５０％未満のものとする。
（災害に係る住家の被害認定基準運用指針【令和2年3月】）

大規模半壊

　居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該
住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の５０％以上７
０％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表
し、その住家の損害割合が４０％以上５０％未満のものとする。
（災害に係る住家の被害認定基準運用指針【令和2年3月】）

中規模半壊

　居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該
住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の３０％以上５
０％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表
し、その住家の損害割合が３０％以上４０％未満のものとする。
（令和2年12月4日付け府政防1746号「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行につい
て」）

半壊

　居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該
住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の２０％以上３
０％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表
し、その住家の損害割合が２０％以上３０％未満のものとする。
（災害に係る住家の被害認定基準運用指針【令和2年3月】）

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延
床面積の１０％以上２０％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に
占める損害割合で表し、その住家の損害割合が１０％以上２０％未満のものとする。
（災害に係る住家の被害認定基準運用指針【令和2年3月】）

 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
（H13.6.28　内閣府政策統括官通知）

 住家以外の建築物をいうものとする。
 なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、
常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。
（H13.6.28　内閣府政策統括官通知）

（注）

（１）

（２）

（３）

一部損壊
（準半壊）

被害種類

死　　者

行方不明者

重傷者
軽傷者

住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことが出来るように建築された建物または完全に区画され
た建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。

損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能
を復元し得ない状況に至ったものを言う。

主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備
を含む。

被害認定統一基準

被害認定統一基準

住家全壊
（全焼・全流

失）

住家半壊
（半焼）

住家

非住家
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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第 1 条第 1 号の規

定に基づく避難場所等に係る主務大臣が定める基準を定める件 

制定平成 16 年 6 月 29 日国土交通省告示第 766 号 

改正平成 26 年 3 月 31 日国土交通省告示第 411 号 

 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令（平成 15 年政令

第 324 号）第 1 条第 1 号の規定に基づき、避難地等に係る主務大臣が定める基準を次のよ

うに定める。 

一 避難場所 

 1 既成市街地の区域又はその周辺の地域における公園、緑地、広場その他の公共空地で、

次のいずれかに該当するものであること 

 イ 広域避難場所 

   地震災害時において主として一の市町村の区域内に居住する者の広域的な避難の用

に供する公共空地であって、次のいずれかに該当するものであること。 

 (1)面積が 10 ヘクタール以上のもの 

 (2)面積が 10 ヘクタール未満の公共空地で、当該公共空地に隣接し、又は近接してこれと

一体的に避難場所としての機能を有する公共施設その他の施設の用に供する土地の区

域との合計面積が 10 ヘクタール以上となるもの 

 (3)土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有

すると認められるもの（(1)又は(2)に該当するものを除く。） 

 ロ 一時避難場所 

   地震災害時において主として近隣の住民が避難する公共空地であって、面積 1 ヘク

タール以上のものであること（イに該当するものを除く。）。 

 2 臨港地区における緑地、広場その他の公共空地（港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）

第 2 条第 6 項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。）であって、概ね面積 1

ヘクタール以上のものであること。 

 3 津波避難タワー、高台その他の高所に空地が設けられた施設であって、津波からの一

時的な避難の用に供するもの（次号第 2 項において「津波避難施設」という。）である

こと。 

二 避難経路 

 1 広域避難場所又はこれに準ずる安全な場所へ通ずる道路又は緑道であって、次のいず

れかに該当するものであること。 

  イ 幅員が 15 メートル以上の道路又は幅員が 10 メートル以上の緑道 

  ロ 沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時におけ

る避難上必要な機能を有すると認められる道路又は緑道（イに該当するものを除く。） 

 2 道路又は通路であって、一時避難場所若しくは津波避難施設又はこれらに準ずる一時

的な避難の用に供する空地若しくは施設までの避難の用に供するものであること。 



 

 3 海岸保全区域に設置される管理用通路又は堤防スロープその他の避難用通路であっ

て、住民等の津波からの避難の用に供するものであること。 

三 消防用施設 

  地震災害時において消防用水として河川の流水又は海水を容易に取水することができ

る構造を有する護岸等の施設であること。 

四 消防活動が困難である区域の解消に資する道路市街地において幅員 6 メートル以上の

道路からホースが到達しない区域において新設し、又は改築される幅員 6 メートル以

上の道路であること。 

五 老朽住宅密集市街地における延焼防止上必要な道路若しくは公園、緑地、広場その他の

公共空地又は建築物老朽家屋が密集している地域において、地震により生ずる火災に

よる延焼被害を防止し、又は軽減する機能を有する道路若しくは公園、緑地、広場その

他の公共空地又は建築物であること。 

六 緊急輸送を確保するため必要な道路、ヘリポート又は港湾施設 

 1 次のいずれかに該当する道路であること。 

  イ 高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路 

  ロ 前号の道路と次に掲げる地点のうち都道府県知事が指定するもの（以下「指定拠点」

という。）とを連絡し、又は指定拠点を相互に連絡する道路（河川又は海岸堤防の管

理用通路であって、地震災害時において緊急輸送を行うことのできるものを含む。） 

   (1) 地方公共団体の庁舎の所在地 

   (2) 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 2 条に規定する指定行政機関、

指定地方行政機関、指定公共機関若しくは指定地方公共機関又は自衛隊の庁舎、事

務所等の所在地 

   (3) 救援物資等の備蓄地点又は集積地点 

   (4) 広域避難場所 

 2 次に該当するヘリポートであること。 

  周辺地域の経済的及び社会的条件並びに周辺における交通の状況を考慮して緊急輸送

の用に供することが適当な場所に整備又は設定されるものであって、緊急輸送の用に

供される回転翼航空機が安全に離着陸でき、かつ、緊急輸送が円滑に行われる機能を有

するヘリポートであること。 

 3 次に該当する港湾施設であること。 

  自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、周辺の港湾の機能並びに港

湾及びその周辺における交通の状況を考慮して緊急輸送の用に供することが適切な港

湾における港湾施設であって、次に該当するものであること。 

  イ 外郭施設 

    波浪等から港湾施設等を防護することにより、緊急輸送の用に供される船舶がロ

の基準に適合する係留施設を安全かつ円滑に利用することを可能にする機能を有す



 

るもの。 

  ロ 係留施設（係船浮標、係船くい及び船揚場を除く。） 

    大規模な地震の地震力に対して安全な構造であるとともに、緊急輸送の用に供さ

れる船舶が係留できる十分な長さを有し、かつ、その前面に当該船舶が係留できる十

分な水深の泊地を有するもの。 

  ハ 臨港交通施設 

   (1) 次のいずれかに該当する道路及び橋梁 

    (ｲ) ロの基準に適合する係留施設と高速自動車国道、一般国道又は主要な都道府

県道若しくは市町村道とを連絡するもの 

    (ﾛ) ロの基準に適合する係留施設と救援物資等の備蓄地点若しくは集積地点又は

避難地のうち都道府県知事が指定するもの（以下「備蓄地点等指定拠点」という。）

とを連絡するもの 

    (ﾊ) 備蓄地点等指定拠点と高速自動車国道、一般国道又は主要な都道府県道若し

くは市町村道とを連絡するもの（備蓄地点等指定拠点が臨港地区内にあるもの

に限る。） 

    (ﾆ) 備蓄地点等指定拠点を相互に連絡するもの（備蓄地点等指定拠点の一が臨港

区域内にあるものに限る。） 

   (2) ロの基準に適合する係留施設又は(1)の基準に適合する道路及び橋梁に隣接す

る駐車場 

七 共同溝、電線共同溝その他電線、水管等の公益物件を地下に収容するための施設次のい

ずれかに該当する施設であること。 

 イ 共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和 38 年法律第 81 号）第 2 条第 5 項に規定

する共同溝 

 ロ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成 7 年法律第 39 号）第 2 条第 3 項に規

定する電線共同溝 

八 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保す

るため必要な海岸保全施設、河川管理施設又は津波防護施設 

  次のいずれかに該当する施設であること。 

 イ 津波による背後地への海水の浸入を防止する機能を有する海岸保全施設 

 ロ 想定氾濫区域のうち相当数の人口が居住し、かつ、地形その他の状況から特に津波に

より生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保する必要

があると認められる区域に係る河川管理施設 

 ハ 津波防止地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）第 2 条第 10 項に規定

する津波防護施設 

九 砂防設備、地すべり防止施設又は急傾斜地崩壊防止施設で、避難経路、緊急輸送路を確

保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの 



 

  次のいずれかに該当する施設であること。 

 イ 家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、土砂災害の発生する危険が著し

い箇所において施工する砂防設備 

 ロ 家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、地滑りによる被害が生ずるおそ

れが著しい箇所において施工する地すべり防止施設 

 ハ 家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、急傾斜地の崩壊の生ずるおそれ

が特に著しい箇所について施工する急傾斜地崩壊防止施設 

十 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設 

  次のいずれかに該当する施設であること。 

 イ 道路に接して設けられている自動車駐車場及びこれと一体として整備される施設、

交通広場その他これらに類する施設で、地震災害時における災害応急対策の拠点とし

ての機能を有するもの 

 ロ 河川管理施設、海岸保全施設等の応急復旧工事を実施するための空間又は設備を有

する施設であって河川又は海岸に隣接するもの 

十一 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝

達を行うため必要な施設又は設備 

   次のいずれかに該当する施設又は設備であること。 

 イ 地震災害時において災害情報又は交通の状況を迅速かつ的確に把握し、伝達又は提

供を行うため必要な施設又は設備であること 

十二 地震災害時において飲料水、食糧、電源その他被災者の生活に不可欠なものを確保す

るため必要な井戸、貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他

の施設又は設備 

   地震災害時において避難場所又は避難経路となる公園、緑地、広場その他の公共空地

に設けられる井戸、耐震性貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備

その他の施設又は設備であること。 

十三 地震災害時における応急的な措置に必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫 

 

 

  地震災害時において避難場所又は避難経路となる公園、緑地、広場その他の公共空地に

設けられる救助用資機材等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫であること。 

   附則 

 この告示は、平成 16 年 6 月 15 日から施行する。 



項目 事業名 所管省庁 事業主体 施設等の位置 事業の概要 事業量 事業の内容

大仙公園 3.2ha
金岡公園 17.7ha
東雲公園 0.7ha
泉ヶ丘公園 5.5ha
水賀池公園 4.2ha
向ヶ丘（家原大池）公園 0ha

都市計画道路　大阪和泉泉南線 0.20km

都市計画道路　常磐浜寺線 0.60km

都市計画道路　出島百舌鳥線 0.50km
災害対応特殊消防ポンプ車 3
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 9
災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車 1
災害対応特殊化学消防ポンプ車 1
屈折はしご付消防ポンプ自動車 1
災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車 1

消防車両整備事業（堺市） 消防庁 堺市
堺市、高石市
、大阪狭山市

災害対応特殊救急自動車 15

消防行政統合システム整備
事業（堺市）

消防庁 堺市
堺市、高石市
、大阪狭山市

消防救急デジタル無線設備 1
市域の防災の中核拠点として、無線基地局を東消防署から堺
市総合防災センターに移設することにより、大規模災害時等
の災害対応力を強化する。

防災安全交付金
（橋りょう耐震強化事業）

国土交通省 堺市 堺市 橋りょう耐震補強 25箇所
緊急交通路等における橋りょうの耐震化を行う。

都市計画道路　諏訪森神野線 1.1km
都市計画道路　新家日置荘線 0.4km
都市計画道路　草尾南野田線 0.8km
都市計画道路　錦浜寺南町線 0.6km
都市計画道路　大阪河内長野線（八下地区） 0.3km
都市計画道路　南花田鳳西町線 1.9km
都市計画道路　大阪河内長野線（北野田地区） 0.7km
都市計画道路　諏訪森神野線（浜寺・浜寺東地区） 0.6km

16 堺市単独配水池築造事業 国土交通省 堺市 堺市 家原寺配水場配水池更新工事 １箇所 震災時における応急給水機能を持った配水池を整備する。

19 住宅市街地総合整備事業 国土交通省 堺市 堺市 新湊地区 53.7ha
住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型）により、不
足する公共施設の整備や老朽木造住宅等の建替促進を行う。

※名称は計画策定時のもの

3

堺市の消防力である消防車の随時更新を行う。

無電柱化推進計画事業 国土交通省 堺市

地震により被害が生じると認められる地区から避難地又はこ
れに準じる安全な場所に通じ、住民が避難のために活用でき
る施設を整備する。

消防庁 堺市

堺市

無電柱化推進計画事業 国土交通省 堺市

防災安全交付金（街路事
業）

堺市堺市

地震等により被害が生じる可能性がある地区等において、住
民等の避難に供する公共空地について、整備する。

国土交通省 堺市

堺市、高石市
、大阪狭山市

堺市

広域的な防災活動を支える都市基盤の整備として、大阪府地
域防災計画で指定されている広域緊急交通路等について、そ
の機能を確保し強化を図るため整備を推進する。

第6次地震防災緊急事業五箇年計画（堺市関連）【令和8～令和12年度】

2

1 堺市

国土交通省

地震により被害が生じると認められる地区から避難地又はこ
れに準じる安全な場所に通じ、住民が避難のために活用でき
る施設を整備する。

5-1

緊急消防援助隊設備
整備費補助事業

都市公園・緑地等事業
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和泉市伯太町官有地
神戸市東灘区魚崎浜町37番地

大阪府政策企画部　危機管理室
大阪市中央区大手前３丁目1-43
新別館北館３階

大阪府鳳土木事務所 堺市西区鳳東町4-390-1
大阪府富田林土木事務所 富田林市寿町2－6－１

大阪港湾局（総務運営課）
泉大津市なぎさ町6-1
（堺泉北港ポートサービスセンタービル10階）

堺泉北建設管理課 堺市堺区塩浜町１

堺市警察部 堺市西区鳳東町4-390-1
堺警察署 堺市堺区市之町西1-1-17
北堺警察署 堺市北区新金岡町1-1-1
西堺警察署 堺市西区鳳東町4-388
南堺警察署 堺市南区桃山台2-2-1
中堺警察署 堺市中区深井沢町2470-17
黒山警察署 堺市美原区小平尾377-2

近畿農政局 企画調整室
京都府京都市上京区西洞院通
下長者町下ル丁子風呂町

近畿総合通信局 総務部 総務課
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第1号館

近畿地方整備局 防災室
大阪市中央区大手前3-1-41
大手前合同庁舎

近畿運輸局 総務部　安全防災・危機管理課
大阪市中央区大手前4－1－76
大阪合同庁舎第4号館

近畿地方整備局大阪国道事務所
南大阪維持出張所

泉大津市我孫子99-6

近畿地方整備局大和川河川事務所
堺出張所

堺市堺区香ヶ丘町5-9-30

大阪管区気象台 気象防災部　予報
課

大阪市中央区大手前4－1－76
大阪合同庁舎第4号館

堺海上保安署
堺市西区石津西町20
堺港湾合同庁舎内

西日本旅客鉄道(株)大阪支社 大阪市阿倍野区松崎町1-2-12
NTT西日本株式会社大阪支店 大阪市都島区東野田町4-15-82新京橋ビル
日本通運株式会社堺支店 堺市堺区三宝町1－1－1

大阪ガスネットワーク株式会社
堺市堺区住吉橋町2-2-19
堺ガスビルＮＥＳＴ西

関西電力送配電株式会社 大阪市北区中之島3-6-16
阪神高速道路株式会社
管理本部　大阪管理局

大阪市港区石田3－1－25

日本赤十字社大阪府支部 事業課 大阪市中央区大手前2－1－7
日本放送協会大阪放送局 大阪市中央区大手前4－1－20

南海電気鉄道株式会社 大阪市浪速区敷津東2-1-41
大阪市高速電気軌道株式会社 大阪市西区九条南1-12-62
光明池土地改良区 和泉市王子町1021-1
狭山池土地改良区 大阪狭山市大字岩室1402-2

一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部 堺市西区浜寺石津町1－9－19
一般社団法人堺市医師会 堺市堺区甲斐町東3－2－26
堺市歯科医師会 堺市堺区大仙中町18－3
大阪狭山市・堺市美原区歯科医師会 大阪狭山市東野東1－500－1
一般社団法人堺市薬剤師会 堺市西区浜寺石津町東4－2－14
一般社団法人大阪狭山市医師会 大阪狭山市東野東1－500－1
堺市美原消防団 堺市美原区黒山6－1
阪堺電気軌道株式会社 大阪市住吉区清水丘3－14－72

指定公共機関

防　災　関　係　機　関 住　　　所

陸上自衛隊第37普通科連隊
海上自衛隊阪神基地隊
大阪府

指定地方公共機関

その他

防　災　関　係　機　関

大阪府警察

指定地方行政機関
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１ 目的 

このマニュアルは、大規模な地震・自然災害（広域型災害）等が発生した場合に、災害医療機関 

及び関係機関の協力により大阪府地域防災計画及び大阪府災害等応急対策実施要領等に基づく保健 

医療活動が迅速・適切に行えるよう、府本庁、市町村及び府保健所、府内の災害医療関係機関等が 

どのように行動すべきかの基本指針を示したものである。 

 

２ 基本原則 

(1) 災害時に死亡者を一人でも少なくすることを目標に、全ての災害医療機関（基幹災害拠点病院、

地域災害拠点病院、災害拠点精神科病院、特定診療災害医療センター、市町村災害医療センター、

災害医療協力病院）及び関係機関（消防機関のほか災害医療に関わる全ての機関）は、保健医療

活動に参画し、取り組む。 

(2) 府本庁、市町村及び府保健所、災害医療機関及び関係機関は、被災医療情報（各医療機関にお

ける被災情報、支援要請情報、支援提供情報、患者受診状況等）の収集に全力を尽くすとともに、

入手した被災医療情報の共有に努める。 

(3) 全ての災害医療機関は、災害が発生した場合には速やかに自宅療養可能な患者を退院させるな

ど、災害医療に必要な病床の確保に努める。 

(4) 災害医療機関は、患者の重症度と医療機関の受け入れ能力を踏まえた効率的な患者の流れを基

本とした災害医療に取り組む。 

(5) 災害医療機関及び関係機関は、災害の規模によっては、被災地内に限らず、被災地外の医療機

関にも患者を搬送する。 

 

３ 大規模な地震・自然災害（広域型災害）への対応 

(1) 府の組織体制 

① 保健医療調整本部（本部長：健康医療部長） 

保健医療活動の総合調整を行うため、災害対策本部の下に設置する。 

② DMAT 調整本部 

 医療対策課長（医療対策班）は、災害による被害が発生又は発生する恐れがある場合は、災害

医療コーディネーターの助言により、DMAT に関する指揮、関係機関等の調整を行うため、保健

医療調整本部の下に、DMAT 調整本部を（府庁内又は基幹災害拠点病院内「災害医療コントロー

ルセンター」に）設置する。 

③ SCU 本部 

医療対策課長（医療対策班）は、広域搬送拠点臨時医療施設（SCU）において、広域医療搬送や

地域医療搬送の調整を行うため、必要に応じ、DMAT 調整本部の下に SCU 本部を設置する。 

④ 保健所保健医療調整本部（本部長：保健所長） 

府保健所長は、管内の地域保健医療全体の調整を行うため、府保健所内に保健所保健医療調整

本部を設置する。 

(2) 被災医療情報の収集・発信 

① 医療対策課 

ア 医療対策課長（医療対策班）は、府域で震度 5 弱以上の地震が発生した場合等には、大阪

府救急・災害医療情報システム（以下「救災システム」という。）及び広域災害救急医療情

報システム（以下「EMIS」という。）の災害運用を行い、災害医療機関に対して救災システ

ム及び EMIS への入力要請を行うなど、被災医療情報を収集する。なお、救災システムへの

入力内容は EMIS に自動反映されることになっている。 

イ 災害の発生が夜間・休日の場合には災害医療コントロールセンターが、医療対策課長に代

わって入力要請する。 
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ウ 災害医療コントロールセンターが入力要請を行った場合は、後刻その旨を医療対策課長に 

連絡する。 

 エ 電話回線の断絶等により救災システム及び EMIS が機能しない場合は、防災行政無線を使

用して市町村や災害拠点病院から医療機関の被災状況や活動状況、被災地の医療ニーズ、患

者受け入れ情報を収集する。 

  オ 医療対策課長（医療対策班）は、把握した医療機関被災状況・活動状況を府域の市町村及

び災害医療機関等に提供する。 

②  市町村及び府保健所 

ア 市町村及び府保健所は、連携・分担して被災医療情報の収集にあたるとともに、収集した

被災医療情報を救災システム及び EMIS により報告する。但し、電話回線の断絶等によって

救災システム及び EMIS による報告が出来ない場合は、防災行政無線等を使用して把握した

被災医療情報を医療対策課長又は災害医療コントロールセンターに報告する。なお、情報収

集にあたっては、府保健所と市町村の収集する情報が重複しないよう、事前に情報収集方法

について協議を行うよう努める。 

イ 市町村及び府保健所は、案内板の設置や広報車等により、医療救護所等の情報を住民に提

供し、周知する。 

③  災害拠点病院を除く災害医療機関及びその他医療機関（以下「災害医療機関等」という。） 

災害医療機関等は、府域で震度 5 弱以上の地震が発生した場合は、医療機関の被災状況や活

動状況等を速やかに救災システム及び EMIS へ入力する。なお、これら災害時における支援提

供情報に関しては、普段からの入力に努めるものとする。 

  ④ 災害拠点病院（基幹災害拠点病院、地域災害拠点病院） 

ア 災害拠点病院は、上記③の活動を行うほか、管轄の医療機関に職員等を派遣し、被害状況

を早期に把握するとともに、把握した被災医療情報を救災システム及び EMIS に入力する。 

イ 災害拠点病院は、電話回線の断絶等により救災システム及び EMIS が使用できない場合、

防災行政無線等を使用して把握した被災医療情報を医療対策課長又は災害医療コントロー

ルセンターに報告する。 

 

（図 1）大規模な地震・自然災害（広域型災害）の場合の情報の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊各災害医療機関はインターネットを利用して救災システム及び EMIS へ被災医療情報の入力を行

う。ただし、電話回線の断絶等により、救災システム及び EMIS による報告が出来ない場合は、市

町村及び府保健所が連携して情報を取りまとめ、防災行政無線（電話・FAX）等を用いて医療対策

課長又は災害医療コントロールセンターに報告する。 

                          

被災医療情報の取りまとめ・報告 

大阪府医療対策班・ 

災害医療コントロールセンター 

 

 

 

 

 

救災システム・EMIS 

災害拠点病院 

被災医療情報

の報告 

被災医療情報 

の入力要請 

市町村災害医療センター 

災害医療協力病院 

市町村・府保健所 

徒歩等による情報収集 

＊電話回線が使用不能の場合 

被災医療情報の提供 

被災医療情報の 

入力要請 

被災医療情報 

の報告 
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(3) 医療救護班（保健医療活動チーム）の派遣 

医療対策課長（医療対策班）は、医療救護班（保健医療活動チーム）の派遣・受け入れの調整等

にあたっては、DMAT 調整本部長や府が委嘱した災害医療コーディネーターと協議・調整しながら、

行う。 

① 緊急医療班の派遣 

ア 緊急医療班は、災害発生直後に災害拠点病院等が派遣する救急医療従事者で構成される医

療救護班（保健医療活動チーム）として、被害状況を早期に把握するとともに、救護所等で

主に現場救急活動を行う。緊急医療班の中には、災害の発生直後の急性期に活動できる機動

性を持った、専門的な訓練を受けた災害派遣医療チーム（DMAT）を含むものとする。 

イ 医療対策課長（医療対策班）は、現地医療救護活動が必要と判断した場合には、災害拠点

病院に対し、災害の現場又は被災地の災害拠点病院等へ緊急医療班の派遣を要請する。な

お、派遣要請の判断は、日本 DMAT 活動要領を参考に行う。 

ウ 災害拠点病院は、医療対策課長（医療対策班）の要請があった場合又は医療対策課長（医

療対策班）からの要請を受ける前であっても、他機関の要請等を受けた場合等緊急やむを得

ないと自ら判断したときは、緊急医療班を派遣する。但し、自らの判断で派遣した場合には、

速やかに医療対策課長（医療対策班）に報告し、その承認を得るものとする。なお、災害派

遣医療チーム（DMAT）の自動待機基準は、日本 DMAT 活動要領を準拠する。 

エ 災害拠点病院は、緊急医療班の派遣にあたっては災害拠点病院で所有する緊急車両等を活

用することを原則とする。なお、確保が困難な場合は、医療対策課長（医療対策班）へ搬送

手段の確保を要請する。 

オ 災害拠点病院は、緊急医療班を通じて災害医療情報を収集するとともに、収集した情報を

医療対策課長（医療対策班）及び災害医療コントロールセンターへ報告する。 

 

（図 2-1）災害拠点病院からの緊急医療班派遣の流れ 
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ア 市町村は、管内の医療救護所に配置すべき医療救護班（保健医療活動チーム）を市町村災

害医療センター及び地元医師会の協力を得て、自ら編成・派遣するほか、災害の規模によっ

ては、府保健所に設置した保健所保健医療調整本部を通じて、保健医療調整本部に派遣要請

を行う。 

イ 保健医療調整本部は、市町村から医療救護班（保健医療活動チーム）の派遣要請を受けた

場合又は自ら必要と認めた時は、災害拠点病院、特定診療災害医療センター、厚生労働省、

独立行政法人国立病院機構本部近畿ブロック事務所、地域医療機能推進機構、日本赤十字社

大阪府支部、大阪府医師会、大阪府歯科医師会、大阪府薬剤師会、歯科系大学等に必要な医

療救護班（保健医療活動チーム）の派遣を要請する。 
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（図 2-2）市町村からの医療救護班派遣要請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 災害時の患者の流れ 

① 被災地内 

ア トリアージにおける基本原則 

(ア) 全ての患者をトリアージにより、緊急治療が必要な重症・重篤患者（トリアージタッグ

赤色）、入院を要する中等症患者（同黄色）、入院を要しない軽傷の患者（同緑色）、死亡等

（同黒色）に区分する。 

(イ) 大地震や自然災害等により、広範囲において多数の患者が発生している場合、直近の  

災害拠点病院に重症・重篤患者（同赤色）を一旦集結させ、そこから必要に応じて転送等

を行うことを原則とする。 

イ 災害現場での対応 

(ア) トリアージは、救急隊員及び災害拠点病院等が派遣する緊急医療班等が行う。 

(イ) 緊急治療が必要な重症・重篤患者（同赤色）は、被災地内の災害拠点病院へ搬送する。 

(ウ) 入院を要する中等症患者（同黄色）は、市町村災害医療センター及び災害医療協力病院

へ搬送する。 

ウ 応急救護所での対応 

(ア) トリアージは、緊急医療班等が行う。 

(イ) 緊急治療が必要な重症・重篤患者（同赤色）は、被災地内の災害拠点病院へ搬送する。 

(ウ) 入院を要する中等症患者（同黄色）は、市町村災害医療センター及び災害医療協力病院

へ搬送する。 

(エ) 入院を要しない軽傷の患者（同緑色）は、応急処置を行った後、帰宅させる。 

エ 医療機関での対応 

(ア) 災害が大規模な場合、被災地内の災害拠点病院で 2 次トリアージが行われることを想

定し、中等症患者は当該市町村災害医療センターに、重症患者は、当該災害拠点病院に集

結させる。 

(イ) 災害医療協力病院は、被災患者が重症化した場合は当該地域の災害拠点病院へ、受け  

入れ能力を超える被災患者が来院した場合は当該市町村災害医療センターへ、それぞれ 

速やかに転送する。 

(ウ) 災害拠点病院及び市町村災害医療センターは、受け入れ能力を超える患者が搬入され

た場合、被災地外（他府県を含む）の災害拠点病院へ転送する。この際、災害拠点病院間

の重症・重篤患者の搬送調整は基幹災害拠点病院が行う。但し、基幹災害拠点病院がその
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役割を担えない場合は、医療対策課長（医療対策班）が指定する災害拠点病院がその役割

を担う。 

(エ) 入院を要しない軽傷の患者（同緑色）は、応急処置を行った後、帰宅させる。 

  ② 被災地外 

ア 災害拠点病院は、重症・重篤患者を受け入れるとともに、症状の安定した患者を主として

同一二次医療圏内の市町村災害医療センター及び災害医療協力病院へ転送する。 

イ 市町村災害医療センターは、中等症患者を中心に受け入れ、その治療にあたる。 

ウ 災害拠点病院は、中等症患者を含む大量の患者が搬送された場合、調整された重症患者を

受け入れるとともに、重症度に応じて圏内の市町村災害医療センター及び災害医療協力病院

へ患者を分散し、2 次トリアージの拠点としての役割を果たす。 

 
 

（図 3）災害時の患者の流れ 

(1) 患者が比較的少数の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 患者が多数発生した場合 
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③  専門医療 

専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消化器疾患、血液疾患、小児医療、周

産期医療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等の疾病に対する対策については、

医療対策課長（医療対策班）、感染症対策企画課長（感染症対策企画班）、地域保健課長（地域

保健班）及び健康づくり課長（健康づくり班）が、各特定診療災害医療センター、各専門医会

等関係機関の協力を得て、それぞれ現地医療活動、後方医療活動等の調整を行う。 

 

(5) 患者搬送 

① 被災地内の患者の搬送は、原則として被災地内の救急隊が行う。 

② 被災地外へ搬送する場合は、原則として被災地外の救急隊及び災害拠点病院のドクターカー

等が被災地内の災害拠点病院等へ集結し、患者を被災地外の災害拠点病院等へ搬送する。 

③ 基幹災害拠点病院は、災害拠点病院間の重症・重篤患者の転院搬送調整及び他府県の災害拠

点病院等への患者受け入れ要請を行う。その際、患者搬送にヘリコプター及び航空機を利用す

る必要があると判断した場合は、保健医療調整本部に搬送要請を行う。 

④  保健医療調整本部は、DMAT 活動拠点本部等からヘリコプター等による搬送要請を受けたと

きは、DMAT 調整本部長や災害医療コーディネーターと協議し、厚生労働省や関西広域連合等

にドクターヘリの派遣要請を行うほか、災害対策本部に設置する航空運用調整班を通じて消

防防災ヘリ、航空機等を有する関係機関に搬送の依頼要請を行う。また、DMAT 調整本部の判

断により、必要に応じて府内空港に広域搬送拠点臨時医療施設（SCU）を設置し、被災地域内

で対応困難な重症患者の症状の安定化を図り、被災地域外搬送を行う。 

 

（図 4）広域患者搬送の流れ（ヘリコプター等による患者搬送） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜患者転送調整＞ 

基幹災害拠点病院 

（災害医療コントロールセンター） 

＜ヘリ搬送に関する調整＞ 

大阪府 

（保健医療調整本部・災害対策本部航空運用調整班） 

被災地外 

災害拠点病院 

他府県の空港 

消防機関（大阪市） 

自衛隊 等 

＜トリアージ＞ 

患者受入要請 

被災地外 

災害拠点病院 

ヘリ搬送要請 

患者転送要請 

ヘリコプター又は救急車搬送 被災地内 

災害拠点病院 

ヘリコプター又は 

救急車搬送 

ヘリコプター又は 

救急車搬送 

航空機による搬送 
大阪府内の空港 



7 

 

(6) 医薬品、血液等の供給 

① 市町村 

地域の医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、救災システム及び EMIS から病

院及び救護所の医療ニーズを把握し、医療救護活動に必要な医薬品、医療用資機材の調達、

供給活動を実施する。また、不足が生じた場合は、府に対して供給の要請を行う。 

② 医療対策課 

医療対策課長（医療対策班）は日本赤十字社大阪府支部と連携し災害時に備え、血液製剤

の供給体制を整備する。 

③ 薬務課 

ア 薬務課長（薬務班）は、「災害用医薬品等の供給に関する協定書」などを踏まえ、大阪府薬

剤師会及び大阪府医薬品卸協同組合等に要請を行い、医薬品、衛生材料及び血液製剤等の医

療物資の確保供給を行う。 

イ 薬務課長（薬務班）は、必要に応じて、国及び他府県に対しても医薬品等の応援要請を行

うとともに、受け入れ窓口を設置し、調整を行う。 

  ④ 災害拠点病院 

 被災地外の災害拠点病院は、自らの医療救護活動に支障の出ない範囲で医療対策課長（医

療対策班）の要請を受けて被災地内医療機関に必要な医薬品等を提供する。 

 

（図 5）医薬品供給の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(7) ライフラインの確保要請 

市町村は、救災システム及び EMIS により各病院等のライフラインに係るニーズを把握し、医療

救護に不可欠な水、電気並びに食料等の病院及び救護所への優先使用を協定締結関係機関や関係

部局へ要請する。 

 

(8) 遺体の検視・検案 

① 監察医事務所長は、府警察本部より検案要請があった場合は、検案班を編成し、検視・検案

が可能な被災遺体収容先に派遣する。 

② 検案班は、府警本部等と協力し、遺体の検案、死体検案書の発行等を行う。 

③  保健医療企画課長は、災害が大規模な場合においては、日本法医学会の協力を要請し、監察

医を確保する。 

 

４ 大規模な事故・事件等（局地型災害）への対応 

(1) 被災医療情報の収集・提供 

① 医療対策課長（医療対策班）は、府内で多数の死傷者が発生する可能性のある大規模な事故・

事件等（自動車、列車、船舶及び航空機等による事故、危険物等による事故、高層ビルや地下

街等における事故、事件等）が発生した場合、消防機関等から通報を受けた大阪府危機管理室

からの緊急連絡等により災害情報を入手する。 
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② 医療対策課長（医療対策班）は、府内で大規模な事故・事件等が発生した場合は、救災シス

テム及び EMIS における災害運用を行うとともに、災害医療機関等から被災医療情報を収集す

る。 

③ 事故・事件等の発生が夜間・休日の場合には、災害医療コントロールセンターが、医療対策

課長（医療対策班）に代わって、情報取集を行う。 

④ 災害医療コントロールセンターが情報取集を行った場合は、後刻その結果を医療対策課長に

連絡する。 

⑤ 災害医療機関は、府内で大規模な事故・事件等が発生した場合は、救災システム及び EMIS に

被災医療情報を入力する。 

⑥ 大規模な事故・事件等の発生現場に直近の災害拠点病院は、緊急医療班の派遣等を通じて災

害医療に必要な情報の把握に努めるとともに、把握した被災医療情報を医療対策課長（医療対

策班）又は災害医療コントロールセンターに報告する。 

 

(2) 緊急医療班の派遣 

① 府内で大規模な事故・事件等の発生を察知したもの（特に、消防機関）は、救災システムを

通じて災害情報を報告するとともに、緊急医療班の出動要請を行う。 

② 医療対策課長（医療対策班）は、災害情報の報告から、現地医療救護活動が必要と判断した

場合には、災害拠点病院に対し、災害の現場又は被災地の災害拠点病院等へ緊急医療班の派遣

を要請する。なお、派遣要請の判断は、日本 DMAT 活動要領を参考にする。 

③ 緊急医療班は、災害の現場や応急救護所、近隣の災害拠点病院等の医療機関において、トリ

アージや応急処置等を行う。 

④ 災害拠点病院は、医療対策課長（医療対策班）の要請があった場合又は医療対策課長（医療

対策班）からの要請を受ける前であっても、他機関の要請等を受けた場合など緊急やむを得な

いと自ら判断したときは、緊急医療班を派遣する。但し、自らの判断で派遣した場合には、速

やかに医療対策課長（医療対策班）に報告し、その承認を得るものとする。なお、災害派遣医

療チーム（DMAT）の自動待機基準は、日本 DMAT 活動要領を準拠する。 

 

(3) 現地における指揮本部への参画 

① 直近の災害拠点病院が派遣する緊急医療班は、現地において設定された指揮本部（以下「現

地指揮本部」という。）に参加し、消防機関、警察等関係機関との連携を図る。 

② 直近の災害拠点病院が派遣する緊急医療班の医師が、現地指揮本部における医療責任者の役

割を果たす。 

③ 医療責任者は、関係機関と情報を共有し、医療対策課長（医療対策班）及び災害医療コント

ロールセンターへ必要な情報の報告や要請を行う。 

 

(4) 患者の受け入れ 

① 現地指揮本部は、同時に複数の重症患者が同一の病院に搬送されないよう留意するとともに、

各患者受け入れ先医療機関の受け入れ状況を把握する。 

② 災害拠点病院は重症・重篤患者（トリアージタッグ赤色）を、市町村災害医療センター及び

近隣の災害医療協力病院は中等症患者（同黄色）を中心に、それぞれ受け入れる。 

③ 直近の災害拠点病院は、重症・重篤患者について、災害拠点病院間の搬送調整や他府県の災

害拠点病院等での患者受け入れが必要と判断した場合は、基幹災害拠点病院に対し調整を要請

する。 

④ 基幹災害拠点病院は、災害拠点病院間の重症・重篤患者の搬送調整及び他府県の災害拠点病

院等への患者受け入れ要請を行う。その際、患者搬送にヘリコプター及び航空機を利用する必
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要があると判断した場合は、医療対策課長（医療対策班）に搬送要請を行う。 

⑤ 医療対策課長（医療対策班）は、ヘリコプター等による搬送要請を受けた場合は、DMAT 調整

本部長と協議・調整しながら、厚生労働省や関西広域連合等に対しドクターヘリの要請を行う

ほか、大阪府危機管理室を通じ、消防防災ヘリ、航空機等を有する関係機関に要請する。 

⑥ 死亡等（同黒色）の患者は、近隣の公立病院等が受け入れることを原則とする。 

 

（図 6-1）大規模な事故・事件等（局地型災害）発生時の情報の流れ 
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（図 6-2）大規模な事故・事件等（局地型災害）の場合の緊急医療班派遣と患者の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 他府県で発生した大規模な自然災害・事故等に対する対応 

(1) 被災医療情報の収集・提供 

① 医療対策課長（医療対策班）は、他府県で大規模な自然災害・事故等が発生し、被災都道府

県からの要請等により医療支援が必要と判断した場合には、災害医療コントロールセンターへ

助言を求めた後に、災害拠点病院に対し救災システム及び EMIS へ患者受け入れ等の支援情報

を入力するよう同システムの一斉通報で要請する。 

  ② 災害の発生が夜間・休日の場合には、災害医療コントロールセンターが、医療対策課長（医

療対策班）に代わって入力要請する。 

  ③ 災害医療コントロールセンターが入力要請を行った場合は、後刻その旨を医療対策課長（医

療対策班）に連絡する。 

④ 災害拠点病院は、医療対策課長（医療対策班）から入力要請があった場合又は被災都道府県

からの要請等により、患者受け入れ等の支援情報を入力することが必要と判断した場合には、

支援情報を入力する。 

⑤ 基幹災害拠点病院は、重症・重篤患者の受け入れについて府内の災害拠点病院間の調整を行

い、受け入れ可能数等の情報を収集する。 

⑥ 医療対策長課長（医療対策班）及び基幹災害拠点病院は、救災システム及び EMIS を用いて被

災府県及び被災府県の基幹災害拠点病院等に支援情報を提供する。 

 

(2) 緊急医療班等の派遣 

① 医療対策課長（医療対策班）は、被災府県等から応援要請があった場合等で現地医療救護活

動が必要と判断した場合には、災害医療コントロールセンターへ助言を求めた後に、災害拠点

病院に対し、災害の現場又は被災地の災害拠点病院等へ緊急医療班の派遣を要請する。なお、
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派遣要請の判断は、日本 DMAT 活動要領を参考にする。 

② 災害拠点病院は、医療対策課長（医療対策班）の要請があった場合又は医療対策課長（医療

対策班）からの要請を受ける前であっても、他機関の要請等を受けた場合など緊急やむを得な

いと自ら判断したときは、緊急医療班を派遣する。但し、自らの判断で派遣した場合には、速

やかに医療対策課長（医療対策班）に報告し、その承認を得るものとする。なお、災害派遣医

療チーム（DMAT）の自動待機基準は、日本 DMAT 活動要領を準拠する。 

③ 緊急医療班は、現地での医療救護活動にあたっては、災害医療の中心となる災害拠点病院等

の指揮により行うことを基本とし、情報共有をしながら対応する。 

④ 緊急医療班を派遣した災害拠点病院は、緊急医療班を通じて現地の状況や患者搬送に関する

情報を収集し、医療対策課長（医療対策班）又は災害医療コントロールセンターへ報告する。 

 

(3) 重症・重篤患者の受け入れ 

① 基幹災害拠点病院は、被災府県からの重症・重篤患者の受け入れについて、災害拠点病院を

中心に救災システム及び EMIS を用いて調整する。 

 

 

（図 7）他府県で災害が発生した場合の支援情報の提供と緊急救護班派遣の流れ 
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地区防災計画一覧【校区自主防連携型】 

令和８年 3月現在 

No. 計画名称 計画策定主体 策定・更新日 

1 
三宝校区地区防災計画カルテ 

三宝校区連合町会 

災害対策委員会 

規定：令和 2年 10 月 

更新： 

2 
錦西校区地区防災計画 錦西校区地区防災計画 

規定：令和 2年 2月 

更新： 

3 
安井校区地区防災計画 安井校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

4 
深阪校区地区防災計画 深阪校区自主防災会 

規定：令和 4年 3月 

更新： 

5 
深井西校区地区防災計画 深井西校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

6 
八田荘校区地区防災計画 八田荘校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新：： 

7 
八田荘西校区地区防災計画 八田荘西校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

8 
土師校区地区防災計画 土師校区自主防災会 

規定：令和 7年 3月 

更新： 

9 
東深井校区地区防災計画 東深井校区自主防災会 

規定：令和 7年 3月 

更新： 

10 
鳳校区地区防災計画 

鳳校区自治連合会 

自主防災隊 

規定：令和 2年 2月 

更新： 

11 
鳳南校区地区防災計画 鳳南校区自主防災会 

規定：令和 2年 2月 

更新： 

12 
上野芝校区地区防災計画 上野芝校区自主防災会 

規定：令和 2年 2月 

更新： 

13 
向丘校区地区防災計画 向丘校区防災会 

規定：令和 2年 2月 

更新： 

14 
浜寺東校区地区防災計画 浜寺東自主防災会 

規定：令和 4年 3月 

更新： 

15 
福泉校区地区防災計画 福泉校区自主防災委員会 

規定：令和 2年 2月 

更新： 

16 
福泉東校区地区防災計画 福泉東校区自主防災隊 

規定：令和 2年 2月 

更新： 

17 
福泉上校区地区防災計画 福泉上校区自主防災会 

規定：令和 4年 3月 

更新： 

18 
浜寺石津校区地区防災計画 浜寺石津校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

19 
家原寺校区地区防災計画 家原寺校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

20 
平岡校区地区防災計画 平岡校区自主防災会 

規定：令和 6年 2月 

更新： 

21 
浜寺昭和校区地区防災計画 浜寺東自主防災会 

規定：令和 7年 3月 

更新： 

22 
上神谷地区防災計画 上神谷地区自主防災会 

規定：令和 2年 2月 

更新： 

23 
御池台校区地区防災計画 御池台校区自主防災会 

規定：令和 2年 2月 

更新： 

24 
美木多校区地区防災計画 美木多校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

25 
高倉台地区防災計画 高倉台校区自主防災会 

規定：令和 6年 2月 

更新： 

26 
高倉台西校区地区防災計画 高倉台西校区自主防災会 

規定：令和 7年 3月 

更新： 

27 
竹城台校区地区防災計画 高倉台西校区自主防災会 

規定：令和 7年 3月 

更新： 
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28 
晴美台地区防災計画 晴美台校区自主防災会 

規定：令和 7年 3月 

更新： 

29 
金岡校区地区防災計画 金岡校区自主防災会 

規定：令和 2年 2月 

更新：令和 6年 2月 

30 
新金岡校区地区防災計画 新金岡校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

31 
百舌鳥校区地区防災計画 百舌鳥校区自主防災委員会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

32 
五箇荘校区地区防災計画 五箇荘校区自主防災委員会 

規定：令和 6年 2月 

更新： 

33 
新金岡東校区地区防災計画 新金岡東校区自主防災会 

規定：令和 7年 3月 

更新： 

34 
平尾校区地区防災計画 平尾校区自主防災会 

規定：令和 2年 10 月 

更新： 

35 
美原西校区地区防災計画 美原西校区自主防災会 

規定：令和 4年 3月 

更新： 

36 
黒山校区地区防災計画 黒山校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

37 
八上校区地区防災計画 八上校区自主防災会 

規定：令和 5年 3月 

更新： 

38 
大仙校区地区防災計画 大仙校区自主防災会 

規定：令和８年 3月 

更新： 

39 
桃山台校区地区防災計画 桃山台校区自主防災会 

規定：令和８年 3月 

更新： 

40 
美原北校区地区防災計画 美原北校区自主防災会 

規定：令和８年 3月 

更新： 

41 
福泉中央校区地区防災計画 福泉中央校区自主防災会 

規定：令和８年 3月 

更新： 

42 
東三国丘校区地区防災計画 東三国丘校区自主防災会 

規定：令和８年 3月 

更新： 

 


